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【手続補正書】
【提出日】平成25年8月5日(2013.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力手段により、蓄電池に充電された電力の使用開始日時を入力する入力ステップと、
前記使用開始日時が入力された入力日時から前記使用開始日時までの時間が、前記蓄電池
の充電量を予め定めた第２充電量までの充電が完了する時間よりも長い時間か否かを判定
するステップと、
　前記入力日時から前記使用開始日時までの時間が、前記蓄電池の充電量を前記第２充電
量までの充電が完了する時間よりも長い場合は、前記蓄電池の充電量を前記第２充電量よ
り小さい予め定めた第１充電量まで充電するように前記蓄電池への充電を制御し、前記使
用開始日時に、前記第２充電量までの充電が完了するように前記蓄電池への充電を制御す
る充電制御ステップと、を有し、
　前記充電制御ステップでは、
　前記第１充電量の充電を開始する第１時刻及び前記第２充電量の充電を開始する第２時
刻を設定し、
　前記第１時刻が到来したか否かの判定を行い、前記第１時刻が到来した時に充電を開始
し、充電量が前記第１の充電量に達したと判定された場合に充電を終了し、
　前記第２時刻が到来したか否かの判定を行い、前記第２時刻が到来した時に充電を開始
し、充電量が前記第２の充電量に達したと判定された場合に充電を終了し、
　前記入力日時から前記使用開始日時までの時間が、前記蓄電池の充電量を前記第２充電
量までの充電が完了する時間より長くない場合は、前記蓄電池の充電を開始する充電方法
。
【請求項２】
　前記第１充電制御ステップは、充電するために必要な電気料金が期間別又は時間帯別料
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金で設定されている場合には、期間又は時間帯毎の電気料金を示す料金情報に基づき、前
記第１充電量まで充電するために必要な電気料金を最も安くすることが可能な期間又は時
間帯に充電するように前記充電手段を制御する請求項１に記載の充電方法。
【請求項３】
　取得手段により、前記料金情報を取得する取得ステップを更に有する請求項２に記載の
充電方法。
【請求項４】
　前記充電制御ステップは、前記使用開始日時及び前記料金情報に基づいて、前記第１時
刻を決定する請求項２又は請求項３に記載の充電方法。
【請求項５】
　前記充電制御ステップは、前記第１充電量として、前記蓄電池の容量劣化が抑制されて
予め定めた長期保存可能な充電量まで充電する請求項１～４の何れか１項に記載の充電方
法。
【請求項６】
　前記充電制御ステップは、前記第２充電量として、前記蓄電池の容量劣化が前記第１充
電量より促進されて予め定めた短期保存可能又は短期保存しかできない充電量まで充電す
る請求項１～５の何れか１項に記載の充電方法。
【請求項７】
　前記使用開始日時到来後、前記蓄電池が使用されずに予め定められた時間が経過した場
合には、放電手段により、前記第１充電量になるまで前記蓄電池に充電された電力を放電
させる放電ステップを更に有する請求項５又は請求項６に記載の充電方法。
【請求項８】
　検知手段により、前記蓄電池に充電されている充電量が、前記第１充電量となったか否
かを検知すると共に、前記第２充電量となったか否かを検知する検知ステップを更に有し
、
　前記充電制御ステップは、前記検知ステップの検知結果を取得し、該検知結果に応じて
前記充電手段を制御する請求項１～７の何れか１項に記載の充電方法。
【請求項９】
　リレーをオンすることで前記充電を開始し、前記リレーをオフすることで前記充電を終
了する請求項１に記載の充電方法。
【請求項１０】
　蓄電池を充電する充電手段と、
　前記蓄電池に充電された電力の使用開始日時を入力するための入力手段と、
　前記入力手段によって前記使用開始日時が入力された入力日時から前記使用開始日時ま
での時間が、前記蓄電池の充電量を予め定めた第２充電量までの充電が完了する時間より
も長い時間か否かを判定し、
　前記入力日時から前記使用開始日時までの時間が、前記蓄電池の充電量を前記第２充電
量までの充電が完了する時間よりも長い場合は、前記蓄電池の充電量を前記第２充電量よ
り小さい予め定めた第１充電量まで充電するように前記蓄電池への充電を制御すると共に
、前記入力手段によって入力された前記使用開始日時に、前記第２充電量までの充電が完
了するよう前記充電手段を制御する制御手段と、を有し、
　前記制御手段は、
　前記第１充電量の充電を開始する第１時刻及び前記第２充電量の充電を開始する第２時
刻を設定し、
　前記第１時刻が到来したか否かの判定を行い、前記第１時刻が到来した時に充電を開始
し、充電量が前記第１の充電量に達したと判定された場合に充電を終了するように前記充
電手段を制御し、
　前記第２時刻が到来したか否かの判定を行い、前記第２時刻が到来した時に充電を開始
し、充電量が前記第２の充電量に達したと判定された場合に充電を終了するように前記充
電手段を制御し、
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　前記入力日時から前記使用開始日時までの時間が、前記蓄電池の充電量を前記第２充電
量までの充電が完了する時間より長くない場合は、前記蓄電池の充電を開始するように前
記充電手段を制御する充電システム。
【請求項１１】
　充電するために必要な電気料金が期間別又は時間帯別料金で設定されている場合に、前
記制御手段は、期間又は時間帯毎の電気料金を示す料金情報に基づき、前記第１充電量ま
で充電するために必要な電気料金を最も安くすることが可能な期間又は時間帯に充電する
ように前記充電手段を制御する請求項１０に記載の充電システム。
【請求項１２】
　前記料金情報を取得する取得手段を更に備えた請求項１０又は請求項１１に記載の充電
システム。
【請求項１３】
　前記制御手段は、前記使用開始日時及び前記料金情報に基づいて、前記第１時刻を決定
する制御をする請求項１１又は請求項１２に記載の充電システム。
【請求項１４】
　前記制御手段は、前記第１充電量として、前記蓄電池の容量劣化が抑制されて予め定め
た長期保存可能な充電量まで充電する請求項１０～１３の何れか１項に記載の充電システ
ム。
【請求項１５】
　前記制御手段は、前記第２充電量として、前記蓄電池の容量劣化が前記第１充電量より
促進されて予め定めた短期保存可能又は短期保存しかできない充電量まで充電する請求項
１０～１４の何れか１項に記載の充電システム。
【請求項１６】
　前記使用開始日時到来後、前記蓄電池が使用されずに予め定められた時間が経過した場
合に、前記第１充電量になるまで前記蓄電池に充電された電力を放電させる放電手段を更
に備えた請求項１４又は請求項１５に記載の充電システム。
【請求項１７】
　前記蓄電池に充電されている充電量が、前記第１充電量となったか否かを検知すると共
に、前記第２充電量となったか否かを検知する検知手段を更に備え、
　前記制御手段が、前記検知手段による検知結果を取得し、該検知結果に応じて前記充電
手段を制御する請求項１０～１６の何れか１項に記載の充電システム。
【請求項１８】
　前記制御手段は、リレーをオンすることで前記充電を開始し、前記リレーをオフするこ
とで前記充電を終了する請求項１０に記載の充電システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記課題を解決するために請求項１の発明は、入力手段により、蓄電池に充電された電
力の使用開始日時を入力する入力ステップと、前記使用開始日時が入力された入力日時か
ら前記使用開始日時までの時間が、前記蓄電池の充電量を予め定めた第２充電量までの充
電が完了する時間よりも長い時間か否かを判定するステップと、前記入力日時から前記使
用開始日時までの時間が、前記蓄電池の充電量を前記第２充電量までの充電が完了する時
間よりも長い場合は、前記蓄電池の充電量を前記第２充電量より小さい予め定めた第１充
電量まで充電するように前記蓄電池への充電を制御し、前記使用開始日時に、前記第２充
電量までの充電が完了するように前記蓄電池への充電を制御する充電制御ステップと、を
有し、前記充電制御ステップでは、前記第１充電量の充電を開始する第１時刻及び前記第
２充電量の充電を開始する第２時刻を設定し、前記第１時刻が到来したか否かの判定を行
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い、前記第１時刻が到来した時に充電を開始し、充電量が前記第１の充電量に達したと判
定された場合に充電を終了し、前記第２時刻が到来したか否かの判定を行い、前記第２時
刻が到来した時に充電を開始し、充電量が前記第２の充電量に達したと判定された場合に
充電を終了し、前記入力日時から前記使用開始日時までの時間が、前記蓄電池の充電量を
前記第２充電量までの充電が完了する時間より長くない場合は、前記蓄電池の充電を開始
することを特徴としている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　なお、充電制御ステップは、請求項４に記載の発明のように、使用開始日時及び料金情
報に基づいて、第１時刻を決定するようにしてもよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、充電制御ステップは、請求項５に記載の発明のように、第１充電量として、蓄電
池の容量劣化が抑制されて予め定めた長期保存可能な充電量まで充電するようにしてもよ
い。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、充電制御ステップは、請求項６に記載の発明のように、第２充電量として、蓄電
池の容量劣化が第１充電量より促進されて予め定めた短期保存可能又は短期保存しかでき
ない充電量まで充電するようにしてもよい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　さらに、請求項８に記載の発明のように、検知ステップで、蓄電池に充電されている充
電量が、前記第１充電量となったか否かを検知すると共に、第２充電量となったか否かを
検知する検知ステップを更に有して、制御ステップが、検知手段による検知結果を取得し
、該検知結果に応じて充電手段を制御するようにしてもよい。
　また、請求項９に記載の発明のように、リレーをオンすることで充電を開始し、リレー
をオフすることで充電を終了するようにしてもよい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
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　このように、検知手段を設けることで、より正確に蓄電池の容量を認識することができ
、さらにはリレーのオン又はオフによって充電の開始又は終了を実行できる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　一方、請求項１０に記載の発明は、蓄電池を充電する充電手段と、前記蓄電池に充電さ
れた電力の使用開始日時を入力するための入力手段と、前記入力手段によって前記使用開
始日時が入力された入力日時から前記使用開始日時までの時間が、前記蓄電池の充電量を
予め定めた第２充電量までの充電が完了する時間よりも長い時間か否かを判定し、前記入
力日時から前記使用開始日時までの時間が、前記蓄電池の充電量を前記第２充電量までの
充電が完了する時間よりも長い場合は、前記蓄電池の充電量を前記第２充電量より小さい
予め定めた第１充電量まで充電するように前記蓄電池への充電を制御すると共に、前記入
力手段によって入力された前記使用開始日時に、前記第２充電量までの充電が完了するよ
う前記充電手段を制御する制御手段と、を有し、前記制御手段は、前記第１充電量の充電
を開始する第１時刻及び前記第２充電量の充電を開始する第２時刻を設定し、前記第１時
刻が到来したか否かの判定を行い、前記第１時刻が到来した時に充電を開始し、充電量が
前記第１の充電量に達したと判定された場合に充電を終了するように前記充電手段を制御
し、前記第２時刻が到来したか否かの判定を行い、前記第２時刻が到来した時に充電を開
始し、充電量が前記第２の充電量に達したと判定された場合に充電を終了するように前記
充電手段を制御し、前記入力日時から前記使用開始日時までの時間が、前記蓄電池の充電
量を前記第２充電量までの充電が完了する時間より長くない場合は、前記蓄電池の充電を
開始するように前記充電手段を制御することを特徴としている。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　請求項１０に記載の発明によれば、充電手段によって蓄電池が充電され、入力手段は、
蓄電池に充電された電力の使用開始日時が入力される。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　制御手段は、請求項１１に記載の発明のように、充電するために必要な電気料金が期間
別又は時間帯別料金で設定されている場合には、期間又は時間帯毎の電気料金を示す料金
情報に基づき、第１充電量まで充電するために必要な電気料金を最も安くすることが可能
な期間又は時間帯に充電するように充電手段を制御するようにしてもよい。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　このとき、請求項１２に記載の発明のように、料金情報を取得する取得手段を更に備え
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るようにしてもよい。これによって、各々の期間又は時間帯における電気料金を示す情報
が刻々と更新されたとしても、即座に対応することが可能となる。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　なお、制御手段は、請求項１３に記載の発明のように、使用開始日時及び料金情報に基
づいて、第１充電量まで充電する際の充電開始時刻を決定して第１充電量までの充電を開
始するように更に制御するようにしてもよい。　
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　また、制御手段は、請求項１４に記載の発明のように、第１充電量として、蓄電池の容
量劣化が抑制されて予め定めた長期保存可能な充電量まで充電するようにしてもよいし、
請求項１５に記載の発明のように、第２充電量として、蓄電池の容量劣化が第１充電量よ
り促進されて予め定めた短期保存可能又は短期保存しかできない充電量まで充電するよう
にしてもよい。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　また、請求項１６に記載の発明のように、使用開始日時到来後、蓄電池が使用されずに
予め定められた時間が経過した場合に、第１充電量になるまで蓄電池に充電された電力を
放電させる放電手段を更に備えるようにしてもよい。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　さらに、請求項１７に記載の発明のように、蓄電池に充電されている充電量が、第１充
電量となったか否かを検知すると共に、第２充電量となったか否かを検知する検知手段を
更に備えて、制御手段が、検知手段による検知結果を取得し、該検知結果に応じて前記充
電手段を制御するようにしてもよい。
　また、請求項１８に記載の発明のように、リレーをオンすることで充電を開始し、リレ
ーをオフすることで充電を終了するようにしてもよい。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　このように、検知手段を設けることで、より正確に蓄電池の容量を認識することができ
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、さらにはリレーのオン又はオフによって充電の開始又は終了を実行できる。
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